
○矢板市国民健康保険税減免規則

平成２２年１月２９日

規則第１号

改正 平成２３年３月２２日規則第５号

平成２３年８月８日規則第２８号

平成２５年４月１日規則第２６号

（趣旨）

第１条 この規則は、矢板市国民健康保険税条例（昭和３４年矢板市条例第１７号。

以下「条例」という。）第２３条の規定による国民健康保険税（以下「保険税」

という。）の減免に関し、必要な事項を定めるものとする。

（減免）

第２条 減免は、条例第２３条第１項に該当する者が、保険税を納付することが著

しく困難であると市長が認める場合に、当該規定に該当することとなった日以後

の納期に係る保険税額について、その者の世帯構成、基準生活費（生活保護法に

よる保護の基準（昭和３８年厚生省告示第１５８号。）第１章の規定による算定

額をいう。以下同じ。）、当該年分の収入見込額、前年の所得の状況、損害の程

度等を考慮して行う。

（減免の範囲及び割合）

第３条 条例第２３条第１項第１号に定める「天災その他特別の事由」とは、震災、

風水害、火災及びその他これらに類する災害（発生の原因が故意によるものを除

く。）並びに盗難等とする。

２ 前項の規定による減免は、納税義務者及びその世帯に属する被保険者（以下

「納税義務者等」という。）の所有に係る住宅又は家財に受けた損害金額（保険

金又は損害賠償金等により補てんされるべき金額を除く。）が、住宅又は家財の



価格の１００分の３０以上であり、地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２

９２条第１項第１３号に規定する納税義務者等の前年中の合計所得金額の合算額

が６００万円以下である場合とし、保険税額について次の区分により減免する。

３ 前項に定める損害の程度の認定は、消防署、警察署等の定める基準による。

（平２５規則２６・一部改正）

第４条 条例第２３条第１項第２号に定める「次のいずれにも該当する者」（以下

「旧被扶養者」という。）に対する減免は、次の各号による。

（１） 旧被扶養者に係る所得割額及び資産割額については、所得、資産の状況

にかかわらず、これを免除する。

（２） 旧被扶養者に係る被保険者均等割額については、次の割合により、これ

を減免する。ただし、減額賦課７割又は５割軽減該当世帯に属する旧被扶養者

については減免を行わない。

ア 減額賦課非該当世帯に属する旧被扶養者 ５割

イ 減額賦課２割軽減該当世帯に属する旧被扶養者 軽減前の額の３割

（３） 旧被扶養者のみで構成される世帯に限り、旧被扶養者の属する世帯に係

る世帯別平等割額については、次の割合により、これを減免する。ただし、旧

被扶養者が属する世帯が、減額賦課７割若しくは５割軽減該当世帯又は特定世

区分 減免の割合

損害の程度

前年中の合計所得金額

１００分の３０以上１

００分の５０未満のと

き

１００分の５０以上の

とき

３００万円以下 １００分の５０ 全部

３００万円を超え４５０万円以下 １００分の２５ １００分の５０

４５０万円を超え６００万円以下 １００分の１２．５ １００分の２５



帯（国民健康保険法施行令（昭和３３年政令第３６２号）第２９条の７第２項

第９号イに規定する特定世帯をいう。）である場合は減免を行わない。

ア 減額賦課非該当世帯 ５割

イ 減額賦課２割軽減該当世帯 当該軽減前の額の３割

ウ 減額賦課非該当の特定継続世帯（国民健康保険法施行令第２９条の７第２

項第９号イに規定する特定継続世帯をいう。以下同じ。） 特定継続世帯に

該当することによる世帯別平等割２．５割軽減前の額の２．５割

エ 減額賦課２割軽減該当の特定継続世帯 特定継続世帯に該当することによ

る世帯別平等割２．５割軽減及び減額賦課２割軽減前の額の１割

（平２３規則５・平２５規則２６・一部改正）

第５条 条例第２３条第１項第３号に定める「貧困により生活のために公私の扶助

を受ける者」とは、保険税の賦課期日以後に生活保護法（昭和２５年法律第１４

４号）の規定による生活扶助を受けている者、社会事業団体から生活扶助を受け

ている者及び生活困窮のため私的な生活扶助を受けている者とし、それらの額が

基準生活費以下の場合、免除する。

第６条 条例第２３条第１項第４号に定める「その他特別の事由がある者」とは次

の各号の一に該当する者とし、その減免割合は当該各号の定めるところによる。

（１） 納税義務者等が、疾病、解雇、退職（定年等によるものを除く。）、倒

産等による失業、事業不振、休業又は廃業（法人設立によるものを除く。）に

より、当該年の合計所得金額の合算額が前年中の合計所得金額（退職、山林、

譲渡所得その他の一時的な所得を除く。）の合算額より著しく減少又は減少が

見込まれるため、保険税の納付が困難な場合とし、保険税額の所得割額につい

て、次の区分により減免する。

区分 減免の割合



（２） その世帯に属する被保険者が国民健康保険法（昭和３３年法律第１９２

号）第５９条の規定により給付制限を受けている場合の納税義務者に対する減

免は、当該給付制限期間について当該被保険者に係る保険税を免除する。

（３） 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるとき減免す

る。

（減免の適用）

第７条 保険税の減免は、前条第１項第２号の規定に該当する場合を除き、その申

請に係る分について減免の承認をした税額に対して適用する。

２ 減免の事由が第３条から第６条までに掲げる規定の２以上に該当するときは、

減免額が最も多い規定のみに該当するものとする。

（平２３規則２８・一部改正）

（減免の申請）

所得金額の減少の程度

前年中の合計所得金額

１００分の１

００のとき

１００分の７

０以上１００

分の１００未

満のとき

１００分の５

０以上１００

分の７０未満

のとき

１００分の

３０以上１

００分の５

０未満のと

き

２００万円以下 全部 １００分の７

０

１００分の５

０

１００分の

３０

２００万円を超え３００万

円以下

全部 １００分の７

０

１００分の５

０

１００分の

２０

３００万円を超え４５０万

円以下

全部 １００分の７

０

１００分の５

０

０



第８条 保険税の減免を受けようとする者は、その減免を受けようとする事由を証

する書類を添えて国民健康保険税減免申請書（別記様式第１号）を市長に提出し

なければならない。

（減免の決定）

第９条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、国民健康保険税減免申請調

書（別記様式第２号）により速やかに状況を調査し、減免の可否を決定し、国民

健康保険税減免決定通知書（別記様式第３号）により申請者に通知するものとす

る。

（減免の取消し）

第１０条 保険税の減免を受けた者が、次の各号の一に該当したときは、その措置

を取り消し、減免により免れた保険税を徴収する。

（１） 減免を受けた者の資力の回復その他の事情の変化により減免が不適当と

認められたとき。

（２） 虚偽の申請その他不正行為により減免の措置を受けたとき。

（委任）

第１１条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

１ この規則は、公布の日から施行する。

２ 後期高齢者医療制度創設に伴う旧被扶養者に対する国民健康保険税の減免に関

する規則（平成２０年矢板市規則第２８号）は、廃止する。

附 則（平成２３年規則第５号）

この規則は、平成２３年４月１日から施行する。

附 則（平成２３年規則第２８号）

この規則は、公布の日から施行し、平成２３年４月１日から適用する。



附 則（平成２５年規則第２６号）

この規則は、公布の日から施行し、改正後の矢板市国民健康保険税減免規則の規

定は、平成２５年４月１日から適用する。









別記様式第１号（第８条関係）

別記様式第２号（第９条関係）

別記様式第３号（第９条関係）


